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令和５年度鎌ケ谷市住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー設備等設置促進事業 

補助金交付申請チェックシート 

【電気自動車（EV）・プラグインハイブリッド自動車（PHV）】 

申請者名：                    

 

※このチェックシートは該当する項目に✓印を入れ、申請書とともに提出してください 

チ ェ ッ ク 項 目 はい いいえ 

0 申請について   

0-1 
申請手続きは、申請者本人が行いますか。 

「いいえ」の場合は、「補助金交付申請手続代行届出書」（第６号様式）を提出してください。 
□ □ 

0-2 設置した設備は未使用品ですか。 □ □ 

0-3 設置または引き渡し完了日は申請日以前ですか。 □ □ 

0-4 
書類に記入間違い・記入漏れ等はありませんか。 

訂正する場合は、二重線で訂正し、訂正印を押印してください。（修正液等での修正は不可） 
□ □ 

0-5 書類に記入した申請者の住所、氏名、電話番号は申請者本人のものですか。 □ □ 

0-6 申請内訳額の合計は、申請合計額と一致していますか。 □ □ 

0-7 
令和４年１月１日現在、鎌ケ谷市に住所を有していましたか。 

※納税状況の調査のためにお尋ねします 
□ □ 

0-8 

申請者の本市における納税状況と住民基本台帳記録状況を調査することに同意しましたか。 

「いいえ」の場合は、令和４年度の鎌ケ谷市税に係る納税証明書及び住民票の写し（申請者本人

分のみ、申請日前３ケ月以内）を添付してください。 

□ □ 

0-9 書類に日付は記入しましたか。申請書の提出日（郵送の場合は発送日）を記入してください。 □ □ 

0-10 書類一式の控え（コピー）はありますか。 ※お手元に控えとしてお持ちください □ □ 

0-11 
【補助金交付申請手続代行届出書（第６号様式）を提出する場合】 

手続代行者の記入漏れはありませんか。 
□ □ 

補助対象設備の導入をリースで行う場合は以下も確認 

0-12 申請手続きは、設置者とリース業者の連名で行っていますか。 □ □ 

0-13 
リース業者が設置者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分が還元されて

いますか。また、リース契約書からそれらが確認できますか。 
□ □ 

0-14 

次のいずれかを満たしていますか。また、リース契約書からそれらが確認できますか。 

（１）リース期間が設備等の財産処分制限期間以上の契約になっている 

（２）（１）を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契   

  約となっている 

□ □ 

0-15 貸与料金の算定根拠明細書（第１号様式の２別紙）は添付しましたか。 □ □ 

（市記入欄）確認者：        確認日：      
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0-16 
リース業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類（領収書等）の写しは添付しまし

たか。 
□ □ 

0-17 リース業者の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書は添付しましたか。 □ □ 

１ 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車について申請する際の確認事項   

1-1 車両は、（一社）次世代自動車振興センターにより補助対象とされていますか。 □ □ 

1-2 

自動車検査証の写しは添付しましたか。 

※初年度登録年月が電気自動車（EV）は「令和４年４月」以降、プラグインハイブリッド自動車（PHV）は

「令和５年４月」以降、燃料の種類が「電気」または「ガソリン・電気」、用途が「乗用」、自家用・事業用の別が

「自家用」と記載されているものに限ります。 

□ □ 

1-3 設備の技術仕様等が確認できる書類（製品パンフレットなど）は添付しましたか。 □ □ 

1-4 
設備の導入状況が確認できる写真は添付しましたか。 

※保管場所で、車両の全体とナンバープレートを含めて撮影したもの 
□ □ 

1-5 
購入車両の売買契約書の写しは添付しましたか。また、以下の事項が記載されていますか。 

※補助対象となる車両の名称又は型式 
□ □ 

1-6 補助対象経費（車両の購入費など）が分かる領収書及び内訳明細書の写しは添付しましたか。 □ □ 

1-7 
太陽光発電システムが設置されていることを証明する書類は添付しましたか。 

※「接続契約のご案内」「特定契約のご案内」「売電明細」のいずれかの写し 
□ □ 

1-8 

【Ｖ２Ｈ充放電設備を併設している場合】 

Ｖ２Ｈ充放電設備を併設が設置されていることを証明する書類は添付しましたか。 

※メーカー発行の保証書、出荷証明書など 

□ □ 

1-9 

【Ｖ２Ｈ充放電設備を併設していない場合】 

太陽光発電システムで発電した電気を電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車に充電で

きることが確認できる書類 

※充電設備の保証書の写しや、設備の設置状況及び電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車に充

電している様子の写真 

□ □ 

1-10 

申請内訳額は、以下のいずれかですか。 

【電気自動車（EV）】 

(1) Ｖ２Ｈ充放電設備を併設している場合 

① 令和５年度内に登録されたもの………150,000円以内 

② 令和４年度内に登録されたもの………50,000円以内 

(2) Ｖ２Ｈ充放電設備を併設していない場合 

① 令和５年度内に登録されたもの………1０0,000円以内 

② 令和４年度内に登録されたもの………４0,000円以内 

【プラグインハイブリッド自動車（PHV）】 

令和５年度内に登録されたものにおいて 

(1) Ｖ２Ｈ充放電設備を併設している場合………150,000円以内 

(2) Ｖ２Ｈ充放電設備を併設していない場合……1０0,000円以内 

□ □ 

 


